
墨田区居宅介護支援事業所条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （設置） 

第１条 介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第８条第２３項に規定する居宅介護支

援事業を行うため、東京都墨田区吾妻橋一

丁目２３番２０号に墨田区居宅介護支援事

業所（以下「事業所」という。）を設置す

る。 
       

 〔同左〕 

第１条 介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第８条第２１項に規定する居宅介護支

援事業を行うため、東京都墨田区吾妻橋一

丁目２３番２０号に墨田区居宅介護支援事

業所（以下「事業所」という。）を設置す

る。 
         

   付 則 

 この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



※ 介護保険法の一部改正新旧対照表（抄） 

改  正  後 改  正  前 
  
第８条 〔略〕 

２～１４ 〔略〕 

１５ この法律において「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護」とは、次の各号のいず

れかに該当するものをいう。 

 ⑴ 居宅要介護者について、定期的な巡回

訪問により、又は随時通報を受け、その

者の居宅において、介護福祉士その他第

２項の政令で定める者により行われる入

浴、排せつ、食事等の介護その他の日常

生活上の世話であって、厚生労働省令で

定めるものを行うとともに、看護師その

他厚生労働省令で定める者により行われ

る療養上の世話又は必要な診療の補助を

行うこと。ただし、療養上の世話又は必

要な診療の補助にあっては、主治の医師

がその治療の必要の程度につき厚生労働

省令で定める基準に適合していると認め

た居宅要介護者についてのものに限る。 

 ⑵ 居宅要介護者について、定期的な巡回

訪問により、又は随時通報を受け、訪問

看護を行う事業所と連携しつつ、その者

の居宅において介護福祉士その他第２項

の政令で定める者により行われる入浴、

排せつ、食事等の介護その他の日常生活

上の世話であって、厚生労働省令で定め

るものを行うこと。 

１６～２１ 〔略〕 

２２ この法律において「複合型サービス」

とは、居宅要介護者について、訪問介護、

訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテ

ーション、居宅療養管理指導、通所介護、

通所リハビリテーション、短期入所生活介

護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対

応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、

認知症対応型通所介護又は小規模多機能型

居宅介護を２種類以上組み合わせることに

より提供されるサービスのうち、訪問看護

及び小規模多機能型居宅介護の組合せその

他の居宅要介護者について一体的に提供さ

れることが特に効果的かつ効率的なサービ

第８条 〔略〕 

２～１４ 〔略〕 

  〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５～２０ 〔略〕 

  〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



スの組合せにより提供されるサービスとし

て厚生労働省令で定めるものをいう。 

２３ この法律において「居宅介護支援」と

は、居宅要介護者が第４１条第１項に規定

する指定居宅サービス又は特例居宅介護サ

ービス費に係る居宅サービス若しくはこれ

に相当するサービス、第４２条の２第１項

に規定する指定地域密着型サービス又は特

例地域密着型介護サービス費に係る地域密

着型サービス若しくはこれに相当するサー

ビス及びその他の居宅において日常生活を

営むために必要な保健医療サービス又は福

祉サービス（以下この項において「指定居

宅サービス等」という。）の適切な利用等

をすることができるよう、当該居宅要介護

者の依頼を受けて、その心身の状況、その

置かれている環境、当該居宅要介護者及び

その家族の希望等を勘案し、利用する指定

居宅サービス等の種類及び内容、これを担

当する者その他厚生労働省令で定める事項

を定めた計画（以下この項、第１１５条の

４５第１項第５号及び別表において「居宅

サービス計画」という。)を作成するととも

に、当該居宅サービス計画に基づく指定居

宅サービス等の提供が確保されるよう、第

４１条第１項に規定する指定居宅サービス

事業者、第４２条の２第１項に規定する指

定地域密着型サービス事業者その他の者と

の連絡調整その他の便宜の提供を行い、並

びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老

人福祉施設又は介護保険施設への入所を要

する場合にあっては、地域密着型介護老人

福祉施設又は介護保険施設への紹介その他

の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介

護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事

業をいう。 

２４～２７ 〔略〕 

    

 

 

２１ この法律において「居宅介護支援」と

は、居宅要介護者が第４１条第１項に規定

する指定居宅サービス又は特例居宅介護サ

ービス費に係る居宅サービス若しくはこれ

に相当するサービス、第４２条の２第１項

に規定する指定地域密着型サービス又は特

例地域密着型介護サービス費に係る地域密

着型サービス若しくはこれに相当するサー

ビス及びその他の居宅において日常生活を

営むために必要な保健医療サービス又は福

祉サービス（以下この項において「指定居

宅サービス等」という。）の適切な利用等

をすることができるよう、当該居宅要介護

者の依頼を受けて、その心身の状況、その

置かれている環境、当該居宅要介護者及び

その家族の希望等を勘案し、利用する指定

居宅サービス等の種類及び内容、これを担

当する者その他厚生労働省令で定める事項

を定めた計画（以下この項、第１１５条の

４４第１項第５号及び別表において「居宅

サービス計画」という。)を作成するととも

に、当該居宅サービス計画に基づく指定居

宅サービス等の提供が確保されるよう、第

４１条第１項に規定する指定居宅サービス

事業者、第４２条の２第１項に規定する指

定地域密着型サービス事業者その他の者と

の連絡調整その他の便宜の提供を行い、並

びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老

人福祉施設又は介護保険施設への入所を要

する場合にあっては、地域密着型介護老人

福祉施設又は介護保険施設への紹介その他

の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介

護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事

業をいう。 

２２～２５ 〔略〕 

      

【施行期日】平成２４年４月１日 

 

 


